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ｉＤｅＣｏ(イデコ)の税制優遇と注意点 

 ｉＤｅＣｏ(個人型確定拠出年金)の加入者は

年々増加しており、本年３月末時点で約２９０万

人(前年比２１.４％増)となっています。 

◆掛金拠出・運用・受給時の３つの税制優遇 

 ｉＤｅＣｏは、加入者が掛金を拠出して運用を

行い、公的年金(国民年金や厚生年金)に上乗せし

て給付を受けることができる私的年金制度です。 

 昨年の制度改正により加入可能年齢が拡大し、

基本的に２０歳以上６５歳未満の公的年金の被保

険者が加入できるようになったほか、企業型確定

拠出年金の加入者もｉＤｅＣｏに加入しやすくな

りました。 

 ｉＤｅＣｏに加入する場合は、取扱金融機関(運

営管理機関)を選び、自ら運用商品を決めて運用す

ることになりますが、掛金の拠出時や運用時、受

給時に次のような税制の優遇措置を受けられます。 

◎掛金の拠出時……加入者によって掛金の拠出限

度額は異なりますが、全額が所得控除の対象です。 

◎運用時……運用益は非課税で再投資されます。 

◎受給時……受給年齢(６０歳以降)に到達し、年金

で受給する場合は公的年金等控除、一時金で受給す

る場合は退職所得控除を受けることができます。 

◆原則６０歳になるまで資産の引き出しは不可 

 ｉＤｅＣｏは、上記のような税制優遇を受けられ

ますが原則として６０歳にならないと年金資産(拠出

した掛金と運用益)を引き出すことができません。 

 また、６０歳から年金資産を受給するには、６０

歳時点でｉＤｅＣｏに加入していた期間等(確定拠出

年金の通算加入者等期間)が１０年以上であることが

必要となり、１０年に満たない場合には受給できる

年齢が繰下げられます。 

早 期 の 遺 産 分 割 を 促 す 新 た な ル ー ル 

 相続発生後に遺産分割がされずに長期間放置され

るケースを解消するため、本年４月に施行された民

法改正により、相続開始から１０年経過後に行う遺

産分割は、原則として特別受益(生前贈与など)や寄

与分(療養看護など)を考慮した具体的相続分ではな

く、法定相続分又は遺言による指定相続分によって

画一的に行うこととされました。 

 これは施行前に開始した相続にも適用されます

が、施行時点で既に相続開始から５年を超える期間

が経過している場合は、５年間の猶予期間(令和１

０年３月まで)があります。 

 なお、１０年経過後でも相続人全員が合意をすれ

ば、具体的相続分による遺産分割は可能です。 

４月１日時点の所有者に課される自動車税 

 毎年４月１日時点で自動車を所有している方には、自動車税種別割(軽自動車などの場合は軽自動車税種

別割)の納税通知書が届きます(５月末が納期限)。これは４月１日時点の所有者の方に１年分が課される税

金となります。 

 なお、自動車税種別割は年度の途中で新規登録又は抹消登録(廃車)した場合、月割により課税又は還付さ

れますが、軽自動車税種別割には月割制度はないため、４月２日以降に軽自動車などを取得した場合、その

年度分は課税されません。 
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